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令和７年千葉市教育委員会会議第１２回定例会議事日程  
 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ７ 日 （ 水 ） 

午 後 １ 時 ３ ０ 分 開 会 

１  開  会  

２  会議録署名委員の指名  

３  会期の決定  

４  会議録の承認  

５  議事日程の決定  

６  非公開審議の決定  

７  報告事項  

(1)  令和７年第４回千葉市議会定例会について      ………１  

                            ［総務課］ 

(2)  第５５回千葉市中学校音楽発表会について      ………３  

                          ［教育指導課］ 

(3)  令和７年度研究指定校研究報告会について      ………５  

                      ［教育指導課］ 

(4)  第６１回千葉市小学校陸上大会について       ………７  

［ 保 健 体 育 課 ］ 

(5)  令和７年度スポーツフェスタ及び第１回長柄ジョイントキャン

プの開催について                 ………９  

［ 教 育セ ン タ ー ］ 

(6)  令和７年度長柄ハッピーキャンプについて     ………１１  

                   ［養護教育センター］ 

                    

８  臨時代理報告事項  

報告第７号  千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例等の一  

部改正について                 ………１３  

［教育給与課］  

  報告第８号  千葉市職員の給与に関する条例等の一部改正について  

 ………２１  

                                                  ［教育給与課］ 

  報告第９号  教職員の処分について           ………別添  

                          ［教育職員課］ 

   

９  その他   
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報告事項（１） 

 

令和７年第４回千葉市議会定例会について 
 

教育総務部総務課  

 

１ 会 期 １１月２５日～１２月１２日 

１１月２８日     議案質疑                      

１２月 １日     教育未来委員会 

１２月 ３日、４日  代表質問 

１２月 ５日～１１日 一般質問 

１２月１２日     委員長報告、討論、採決 

 

２ 提出議案等の審議状況 

（１） 令和７年度千葉市一般会計補正予算（第３号）【令和７年教委議案第３８号】 

（２）千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例等の一部改正について 

（３）千葉市立特別支援学校設置条例の一部改正について 

                   【令和７年教委議案第３９号】 

（４）千葉市公民館設置管理条例の一部改正について    【令和７年教委議案第４０号】 

（５）指定管理者の指定について（千葉市生涯学習センター）        

                          【令和７年教委議案第４１号】 

（６）指定管理者の指定について（千葉市花園公民館ほか４６施設）        

                          【令和７年教委議案第４２号】 

（７）議決事件の一部変更について（千葉市立稲毛国際中等教育学校大規模改造工事 

（その２）に係る工事請負契約）         【令和７年教委議案第４３号】 

（８）議決事件の一部変更について（幕張新都心若葉住宅地区小学校（仮称）新築工事

に係る工事請負契約）              【令和７年教委議案第４４号】 

（９）議決事件の一部変更について（幕張新都心若葉住宅地区小学校（仮称）新築電気

設備工事に係る工事請負契約）             【令和７年教委議案第４５号】 

※（１）～（９）については、教育未来委員会の審査を経て、１２月１２日の本会議

において可決された。 

 

３ 請願の審議状況 

（１）「千葉市の教育に関する請願」（請願第３号） 

  教育未来委員会及び１２月１２日の本会議において、不採択とされた。 

 

４ 陳情の審議状況 

（１）「千葉市内の統廃合予定・見込みの小学校跡地を対象としたトライアル・サウンデ 

ィングの実施についての陳情」（陳情第６号） 

（２）「小学校の校庭にバスケゴールの設置を求める件についての陳情」（陳情第１１号） 

  教育未来委員会において、それぞれ不採択とされた。 
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５ 議案質疑・代表質問・一般質問 

（１）議案質疑（現に議題となっている事件について、議案に係る提案理由説明を受けた後、討論、採

決に入る前に、その疑義を質すために行う発言） 

議案質疑を行った２人のうち１人が教育委員会に関する質疑を行った。 

（２）代表質問（議員が会派を代表し、本市の行政全般にわたり、執行部に対し、事務の執行の状況及

び将来に対する方針等について所信を質し、あるいは報告、説明を求め、又は疑問を

質す発言） 

 代表質問を行った４会派全てが教育委員会に関する質問を行った。 

※主な項目 ・拉致問題について（学校における取組） 

・小学校における児童数増加への対応について 

・外国にルーツを持つ児童生徒への日本語指導について 

・アフタースクールについて 

・学校教育における生成ＡＩの利活用について 

・小学校遊具の管理・更新・学校格差について 

・教職員のメンタルヘルス対策について 

・国際理解教育の推進について 

・郷土博物館リニューアルについて 

・不登校対策について（学びの多様化学校） 

・生涯学習の拠点公民館の充実について 

（３）一般質問（議員個人が、本市の行政全般にわたり、執行部に対し、事務の執行の状況及び将来に

対する方針等について所信を質し、あるいは報告、説明を求め、又は疑問を質す発言） 

 一般質問を行った３３人のうち１８人が教育委員会に関する質問を行った。 

※主な項目 ・動物愛護・動物福祉の推進について（学校飼育動物） 

・断熱について（学校体育館冷暖房設備整備） 

・学校の教育環境について（学校施設の修繕） 

・ケアラー支援について 

・学校校則について 

・こどもに対する性犯罪・性暴力防止対策について 

・花のあふれるまちづくりについて（花育の推進） 

・美浜図書館・打瀬分館について 

・公民館について 

・歯周病対策について 

・フッ化物洗口の推進について 

・教員の確保及び特別支援学級担任への支援について 

・学校における働き方改革について 

・ＰＴＡ連絡協議会について 

・中学校における給食の実食時間について 

・学校施設のエアコン整備における優先順位と計画の妥当性について 

・特別支援学校について 

・市立特別支援学校の名称について 

・フリースクールについて 

・通学区について 

・平和啓発事業について 

・新湾岸道路について（チラシの配布） 

・学校体育施設の開放について 
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報告事項（２） 

 

 

第５５回千葉市中学校音楽発表会について 

学校教育部教育指導課 

 

１ 目的  情操教育の一環として、他校の生徒と日常の音楽学習の成果を相互鑑賞する 

ことにより、音楽学習への意欲・関心を高め、中学校音楽教育の振興と向上を 

図る。 

 

２ 実施概要 

（１）日時  令和７年１０月２２日（水）９：００～１５：４０ 

令和７年１０月２３日（木）９：００～１５：４０ 

（２）会場   千葉市民会館 大ホール 

（３）参加校  市立全中学校・市立養護学校 ５５校 

 

３ 内容 

（１）開会の言葉 

（２）主催者挨拶 

（３）講師紹介 

（４）全員合唱「千葉市歌」「夢の世界を」 

（５）演奏発表 

（６）講評 

（７）全員合唱「大地讃頌」 

（８）閉会の言葉 

 

４ 演奏内容   合唱５３校、合奏１校、おはやし１校 

 

５ 出演の形態   

   学年・学級 ４４校 

   有   志  ７校 

部 活 動  ３校 ※吹奏楽１校 合唱２校 

   全   校  １校 

   

６ 主な演奏曲  「ふるさと」「虹」「信じる」 

「あなたへ～旅立ちによせるメッセージ～」等 

 

７ 参加数（２日間合計）  生徒 約 １，８６０人 
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報告事項（３） 

令和７年度 研究指定校研究報告会について 

学校教育部教育指導課 

１ 目的 

千葉市学校教育の課題及び今日的教育課題の解明を図るため、指定された課題や各学校が設

定する研究主題の調査・研究にあたり、その成果をもって本市教育の向上に資する。 

２ 研究報告会について 

開催日 学校名 研究主題及び報告会の概要 参加人数 

10月 28日 

（ 火 ） 

10月 29日 

（ 水 ） 

打瀬中学校 

【学習指導】 

 

【研究主題】「深い学び」を実現するための授業改善 

～思考力・判断力・表現力を育みながら～ 
 
【概要】２日間全教科授業展開・協議会（参集） 

 学校独自で生徒の実態調査を実施し、各教科において、育成

すべき資質・能力を明確するとともに、教材開発や指導法、評

価の在り方などの改善を通して、生徒の「深い学び」について

研究し、成果を報告した。 

約 150 人 

10月 31日 

（ 金 ） 

 

都賀中学校 

【学習指導】 

【研究主題】学びに向かう力を育む教育実践のあり方 

～キャリア教育・カリキュラムマネジメントを 

意識した取組を通して～ 
 
【概要】全教科授業展開・協議会（参集） 

 「学びに向かう力」を効果的に育むために、「キャリア教育」

「カリキュラムマネジメント」の視点を加えて意識的に学習指

導を行い、生徒が学ぶことの楽しさや学びと実生活との関連性

を見いだす学習指導について研究し、成果を報告した。 

62 人 

11月 13日 

（ 木 ） 

都小学校 

【体育指導】 

【研究主題】一人一人の「できた」を大切にする体育学習 

～「都ルーブリック」の活用を通して～ 
 
【概要】全学年授業展開・協議会（参集） 

  研究の視点を「『できた』を実感するための学習方法の工

夫」「『できた』を実感するための関わりの工夫」とし、学習過

程や場、用具、掲示物の工夫をしたり、友達と関わる時間を設

定したりすることで、運動の楽しさを味わえるような授業づく

りや友達の良さを認め、伝え合う力を高める授業づくりに取り

組んだ。また、２つの視点をもとに、都ルーブリックの活用を

通して、運動の力だけでなく、考える力、取り組む力において

も「できた」を実感できるよう研究し、成果を報告した。 

約 120 人 

11月 14日 

（ 金 ） 

磯辺第三 

小学校 

【道徳】 

【研究主題】自分を友達をそして地域を愛する子供の育成 

～自己を見つめ、友達と学び合う道徳学習～ 
 
【概要】全クラス授業展開・記念講演（参集） 

自校の全国学力・学習状況調査の結果から子どもの自己肯定

感に課題意識を持ち、友達との関わりを重視した研究主題を設

定した。道徳科と学校教育全体を通じて行う道徳教育との関連

を強固にするための「かもめ日記」と、多様な考えに触れるこ

とで自らの考えをより深めたり、再構築したりする「ともだち

タイム」を柱に授業改善に取り組み、研究成果を報告した。 

約 170 人 
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11月 20日 

（ 木 ） 

越智小学校 

【学習指導】 

(生活･総合) 

【研究主題】地域を生かした特色ある学びの創造 

－生活科・総合的な学習を通して－ 
 
【概要】４授業展開・シンポジウム（参集） 

「地域の材を活用した単元構成」「ICT や思考ツールの効果的

な活用」「教科等横断的な指導」を柱に授業改善に取り組んだ。

研究の視点を設定せずに、「主体的・対話的で深い学び」の視

点から目指す子どもの姿を設定し、学習活動中の子どもの姿を

捉えて、単元構成や本時の手立て、支援等が有効であったかを

追究し、その研究成果を報告した。 

約 150 人 

11月 21日 

（ 金 ） 

美浜打瀬 

小学校 

【道徳】 

【研究主題】「自ら学び続ける児童の育成」 

～見通し・活動・ふり返りを大切にした、 

生活科・社会科の学習を通して～ 
 
【概要】全学年授業展開・授業検討会（参集） 

「目指す児童の姿の明確化・指導に生かす適切な見取り」「単

元構成の工夫」「学び続けるための手立て」を柱に授業改善に

取り組んだ。児童が自ら学び続けられるよう「児童の思いや願

い・問題意識」を起点とし、OECD で示された AAR サイクルを活

用して単元構成の工夫を取り入れた取組について、成果を報告

した。 

162 人 

11月 28日 

（ 金 ） 

幕張小学校 

【健康教育】 

【研究主題】健康について考え、豊かな生活を創りだす 

子どもの育成 
 
【概要】全学年授業展開・協議会（参集） 

 「思いや願いをもって、学習に取り組むための工夫」と「学

びを生かし、日常生活で実践するための工夫」の２つの視点で

健康教育に取り組んだ。３つの部会を設置し「食育部会」では

食についての知識・理解、「保健部会」では健康的な生活習慣

の確立、「安全部会」では自分の命を守るための危険予測や適

切な対応について研究に取り組み、その成果を報告した。 

約 120 人 
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報告事項（４） 

 

第６１回 千葉市小学校陸上大会について 

 

                          学校教育部保健体育課 
１ 趣旨 

陸上大会は、学校体育の発表の場とし、児童の陸上運動に対する興味・関心及び
走力・跳力・投力を高めるとともに、心身の健全な発達と児童相互の望ましい人間
関係の育成を図る。 

 

２ 実施概要について 

（１）日 時  （中央・花見川・稲毛区の部） 

令和７年１１月５日（水） ９：００～１３：３０  

（若葉・緑・美浜区の部） 

令和７年１１月６日（木） ９：００～１３：３０   

（２）会 場   青葉の森スポーツプラザ陸上競技場 

（３）参加校・参加児童数 

中央・花見川・稲毛区の部  ５６校 １,８３２名 

若葉・緑・美浜区の部    ５２校 １,５６９名 

 

３ 当日の日程 

9:00  9:30  9:55 10:00         11:00                12:00        13:00  13:30  14:00 

受 
 
 
 
 
 
 
 

付 

準 
 
 
 
 
 
 
 

備 

開 

会 

宣 

言 
100ｍ走 60ｍﾊｰﾄﾞﾙ走 1000ｍ走 

表 

彰 

式 

後 

始 

末 

走 り 幅 跳 び 

ソフトボール投げ 

走 り 高 跳 び 

     

４ 種目 

（１） １ ０ ０ ｍ 走    （２） ６０ｍハードル走  

（３） １０００ｍ走         (４） 走 り 幅 跳 び 
（５） 走 り 高 跳 び      (６)   ソフトボール投げ 

 ※「4×100ｍリレー」については、実施しない。  

 

 

５ 今年度の大会の主な変更点 

（１）走り高跳びの練習を変更 

従来は、足合わせ１回、試技開始から５ｃｍ下げて１回 

今年度、足合わせ１回、試技開始から１０ｃｍ下げて１回、５ｃｍ下げて１回 

（２）学生ボランティアの拡充 昨年度１６名 今年度１８名（内：両日７名） 

（３）補助役員児童の再開 ２日間合わせて２０校５４名 
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６ 大会の様子 

 

 

  

 

 

 

   【男子６０ｍハードル走】        【男子ソフトボール投げ】 

 

 

  

   

  

  

【女子走り高跳び】            【女子走り幅跳び】 

 

 

 

  

  

 

 

  

【表彰式】       【補助役員児童（ソフトボール投げ運営補助）】 

 

７ 大会新記録等 

＜大会新記録＞ 

女子１０００ｍ走 海浜打瀬小 大森 貴子 ３分１１秒５２ 

※平成１５年の記録 ３分１４秒０３を２２年ぶりに更新 

＜大会記録に迫る記録＞ 

男子走り高跳び 幕張西小 千年 奏澄 １４８ｃｍ 

（大会記録：１５０ｃｍ） 

男子ソフトボール投げ 稲丘小 片岡 翔平 ７６ｍ 

 （大会記録：７９ｍ５０ｃｍ） 
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報告事項（５） 

令和７年度スポーツフェスタの開催について 

学校教育部教育センター 

１ 目 的 

（１）スポーツを通じ、各ライトポート、小・中グループ活動等に 

関わっている児童生徒間の交流を深め、団結を図る。 

（２）各ライトポート、小・中学校グループ活動間の交流を深め、 

ジョイントキャンプへの意欲化につなげる。 

 

２ 日 時 令和７年９月２５日（木）午前１０時から午後０時３０分 

 

３ 会 場 ＹｏｈａＳアリーナ ～本能に、感動を。～ 

 

４ 参加者及び参観者  

（１）参加者 

ライトポート：   ９０人（小学生３３人・中学生５７人） 

グループ活動：   ２２人（小学生  ９人・中学生１３人） 

合計： １１２人（小学生４２人・中学生７０人） 

（２）参観者 

保護者：８７人 学校関係者：４２人（原籍校の校長・教頭・学級担任等） 

 

５ 内 容  

（１）○×クイズ （２）じゃんけん列車 （３）玉入れ （４）バランスリレー （５）円陣バレー 

 

６ スポーツフェスタを振り返って（児童生徒の感想より） 

・全力で楽しめました。また、知らない人と交流するのに不安を感じているのは、自分だけではないとい

うことに気付きました。 

・初めてスポーツフェスタに参加する子が、緊張しながらも練習や本番をすごく頑張っていてすごいと思

った。 

・それぞれちがいがあって、とてもおもしろかった。小学生の円陣バレーがすごくて感動した。 

・最後の感想やスローガン発表の時に、様々なライトポートやグループ活動の人たちのがんばりや想いが

伝わってきて、とてもよかった。 

 

７ 保護者の感想 

・学校行事への参加は難しい状況ですが、スポーツフェスタには参加意欲があり、保護者としてもとても

うれしかったです。 

・今年は、全ての競技に参加することができて、成長が感じられました。 

・自分の番になると一生懸命頑張っている様子が伝わってきました。競技で負けてしまっても和やかな雰

囲気でした。 

・初めての参加で緊張していてアリーナ内に入れなくなっていたところ、「一緒に入ってみない？」と声を

かけていただき、行くことができました。その後も楽しそうに競技に参加することができました。 

 

８ 令和７年度スポーツフェスタの成果 

・小学生、中学生関係なく楽しく活動したり、互いに声をかけ合ったりすることで、親睦を深めることが

できた。また、今年度は、ルール説明など子どもたちが活躍する場を多く設定するだけでなく、競技の

勝敗も無関係であったため、一人一人が目標をもって、一生懸命に活動することができた。 

・子どもたちのふり返りでは、「もっと交流したかった」という内容が多くあった。来年度は、さらに交

流が深まるような内容にしていく必要があるが、今後のジョイント行事につながっていくための大きな

きっかけの一つとなった。 

・バランスリレーや円陣バレーでは、各ライトポート、小・中学校グループ活動がそれぞれの目標に向か

って一生懸命取り組むだけでなく、他の施設を互いに応援し合う姿が見られ、団結力を高めることがで

きた。 

【スローガン発表の様子】 

【円陣バレーの様子】 
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令和７年度第１回長柄ジョイントキャンプの開催について 

学校教育部教育センター 

１ 目 的   

豊かな自然環境の中で、人や自然とのかかわりを通して、児童 

生徒の自主性・社会性を育む一助とする。 

 

２ 日 時 

 令和７年１０月１５日（水）～１７日（金）２泊３日 

 

３ 場 所  

千葉市少年自然の家  

 

４ 参加者及び参観者 

○児童生徒 ６９人、引率者  ２７人 

学 年 男 子 女 子 合 計 【施設別人数】 

○ライトポート花見川 ＝ １１人 

○ライトポート若葉  ＝ １４人 

○ライトポート中央   ＝   ７人 

○ライトポート美浜   ＝  ９人 

○ライトポート緑    ＝  ０人 

○ライトポート稲毛   ＝ １３人 

○中学校グループ活動 ＝   ８人 

○小学校グループ活動  ＝  ７人 

    合計６９人 

中学３年生 ３ １９ ２２ 

中学２年生 ３ １３ １６ 

中学１年生 １ ２ ３ 

小学６年生 ８ ８ １６ 

小学５年生 ３ ６ ９ 

小学４年生 １ ２ ３ 

合 計 １９ ５０ ６９ 

○視察・参観者  ４５人（教育長、学校教育部長、原籍校の校長・教頭・学級担任など） 

 

５ 主な日程（プログラム） 

１日目 ２日目 ３日目 

出発式 

入所式 

出会いのゲーム 

フリーチョイス 

(スポーツ、クラフト、ドミノ等) 

朝の散歩 

野外炊飯（ハンバーガー作り） 

グループチョイス 

キャンプファイヤー 

振り返りタイム  

別れのつどい 

退所式 

 

 

６ キャンプを振り返って（児童生徒の感想より） 

・野外炊飯のときに、野菜の切り方を教えるなど、協力しながら取り組めた。分からないことを教えたり「一 

緒にやろう。」と声をかけたりして過ごすことができた。思いやりをもち、助け合いながら２泊３日過ごす 

ことができた。                                               

・自分だけで先に行くのではなく、最後の子を待ったり持ち物の声かけしたりできた。「悩んだ時点で聞いて 

いいからね」「ゆっくりでいいよ」など声をかけることができ、思いやりをもって行動できたと思った。 

・キャンプファイヤーでみんなでゲームしたり発表したりしているときに、一致団結しているなと感じた。 

 

７ 令和７年度第１回ジョイントキャンプの成果 

・実施回数を重ねることでキャンプ経験者が多くなった。経験者や年長者が活動に見通しをもってリードし、

活動中に仲間と良い関わりをもつ姿が多く見られた。 

・「思いやり」のスローガンのもと、児童生徒一人一人が目当てをもって活動することができた。活動班や部

屋の中で、皆のために自分にできることを考え、困った時には仲間と助け合いながら活動していた。 

 

令和７年度 第２回長柄ジョイントキャンプ実施予定日：令和８年２月２５日（水）～２７日（金）                                                                                                           

【キャンプファイヤーの様子】 

10



報告事項（６） 

長柄ハッピーキャンプについて 
学校教育部養護教育センター 

 
１ 目  的  通常の学級に在籍する発達障害等のある児童を対象に、集団による宿泊活動を通して、社

会性を向上させ、学級における適応力を高める。 

 

２ 日  時  令和７年１０月１７日（金） ～１０月１８日（土）  （１泊２日） 

                        

３ 場  所  千葉市少年自然の家 

 

４ 参加児童   ４６人【ＬＤ等通級指導教室通級児童の３～４年の希望者（３年生：１７人、４年生：２９人）】 

 

５ 引率職員等 ３３人   

・養護教育センター職員               ６人 

・小学校ＬＤ等通級指導教室担当教員  １５人 

・ボランティア(社会人、大学生等)      １２人 

 

６ 視察・参観者 １９人 

・学校教育部長、通級指導校及び在籍校校長、学級担任 

    
７ 主な活動内容 

1日目 2日目 
・入所式 １１：５０ 
・昼食（弁当） 

・朝食（バイキング） 
・ウォークラリー 
・昼食（バイキング） 

・クライミングウォール 
・クラフト（木のマグネットづくり） 
・夕食（バイキング） 

・退所式 １３：００ 
 

 
８ アンケートから（事前・事後） 
（生活面）荷物の整理整頓や出し入れをすることができる。             （行動面）みんなと一緒に行動することができる。 

 とても 

よくできる 

よくできる まあまあ 

できる 

あまり 

できない 

できない   とても 

よくできる 

よくできる まあまあ 

できる 

あまり 

できない 

できない 

児
童 

事前 17％ 26％ 52％ 4％ 0％  
児
童 

事前 39％ 30％ 22％ 9％ 0％ 

事後 56％ 29％ 12％ 3％ 0％  事後 65％ 24％ 9％ 3％ 0％ 

保
護
者 

事前 4％ 14％ 43％ 39％ 5％  保
護
者 

事前 14％ 25％ 46％ 14％ 0％ 

事後 6％ 20％ 51％ 23％ 0％  事後 14％ 31％ 51％ 3％ 0％ 

 

９ 成果（○）・課題（●） 

○少人数グループの活動では、全員が活躍する場を設定し、一人一人が役割を果たしていくことで、達

成感や自信を持つことができた。在籍校でも成長が見られ、積極的な取り組みが見られるようになった。 

 〇事前学習を通してスケジュールをしっかり確認し見通しを持てたことで、進んで活動の準備をする様子

が見られた。また、時間を意識した行動も多く見られた。 

 〇通級担当者は、２日間児童と活動を共にすることで、普段の通級指導教室では見られない課題を把握

することができ、今後の指導に生かしていくことができると考えられる。 

〇保護者アンケートから、「移動の際に、『練習だから』と重い荷物を自分で持つ姿に成長を感じた。」「２

年目のハッピーキャンプで自分の役割や存在を意識して行動していた。」とあり、保護者にとっても成長

を実感できる成果があった。 

●より充実した支援のために、通級指導教室担当との十分に打合せをして内容を決める必要がある。ま

た、通級担当者だけでは対応に限りがあるため、学生ボランティア等の確保も重要である。 
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報告第７号 

   千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例等の一部改正に

ついて 

千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例等の一部を改正する

条例を制定するよう市長に申し出ることについて、次のとおり臨時代理

により処理したので報告する。 

  令和７年１２月１７日提出 

千葉市教育委員会教育長 鶴 岡 克 彦 

千葉市条例第  号 

   千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例等の一部を改正

する条例 

 （千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正） 

第１条 千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例（昭和４６年

千葉市条例第７３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。  

改正前 改正後 

 （教育職員の教職調整額の支給等）  （教育職員の教職調整額の支給等） 

第３条 教育職員（管理職手当を受ける者

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

を除く。以下この条及び第５条において

同じ。）のうちその属する職務の級が千

葉市職員の給与に関する条例（昭和２６

年千葉市条例第３６号。以下「給与条

例」という。）別表第２の教育職給料表

の１級、２級又は３級である者には、そ

の者の給料月額の１００分の４○に相当

する額の教職調整額を支給する。 

２・３［略］ 

 

附 則 

２ 平成２９年４月１日から平成３０年３

月３１日までの間における教育職員に関

する第４条第１号の規定の適用について

第３条 教育職員（管理職手当を受ける者

及び指導改善研修被認定者（教育公務員

特例法（昭和２４年法律第１号）第２５

条第１項の規定による認定を受けた者で

あって、当該認定の日から同条第４項の

認定の日までの間にあるものをいう。）

を除く。以下この条及び第５条において

同じ。）のうちその属する職務の級が千

葉市職員の給与に関する条例（昭和２６

年千葉市条例第３６号。以下「給与条

例」という。）別表第２の教育職給料表

の１級、２級又は３級である者には、そ

の者の給料月額の１００分の１０に相当

する額の教職調整額を支給する。 

２・３［略］ 

 

附 則 

２ 次の表の左欄に掲げる期間における第

３条第１項の規定の適用については、同

項中「１００分の１０」とあるのは、そ
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は、同号中「及び第２０条の７」とある

のは、「、第２０条の７及び附則第３項

から第５項まで」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 給与条例附則第１７項（同条例○附則

第１８項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。以下同じ。）の規定の適

用を受ける職員の教職調整額について

は、第３条第１項の規定にかかわらず、

当分の間、給与条例附則第１７項の規定

により算出された額の１００分の４○に

相当する額を支給する。 

 

４ 給与条例附則第２１項から第２４項ま

での規定による給料を支給される職員の

教職調整額については、第３条第１項及

び前項の規定にかかわらず、当分の間、

給与条例附則第１７項の規定により算出

された額と給与条例附則第２１項から第

２４項までの規定による給料の額との合

計額の１００分の４○に相当する額を支

給する。 

 

［新設］ 

 

 

 

 

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和８年１月１日

から同年１２月 

３１日まで 

１００分の５ 

令和９年１月１日

から同年１２月 

３１日まで 

１００分の６ 

令和１０年１月１

日から同年１２月

３１日まで 

１００分の７ 

令和１１年１月１

日から同年１２月

３１日まで 

１００分の８ 

令和１２年１月１

日から同年１２月

３１日まで 

１００分の９ 

 

３ 給与条例附則第１７項（給与条例附則

第１８項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。以下同じ。）の規定の適

用を受ける職員の教職調整額について

は、第３条第１項の規定にかかわらず○

○○○○、給与条例附則第１７項の規定

により算出された額の１００分の１０に

相当する額を支給する。 

 

４ 給与条例附則第２１項から第２４項ま

での規定による給料を支給される職員の

教職調整額については、第３条第１項及

び前項の規定にかかわらず○○○○○、

給与条例附則第１７項の規定により算出

された額と給与条例附則第２１項から第

２４項までの規定による給料の額との合

計額の１００分の１０に相当する額を支

給する。 

 

５ 附則第２項の表の左欄に掲げる期間に

おける附則第３項及び前項の規定の適用

については、附則第３項及び前項中 

「１００分の１０」とあるのは、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 
  

 （千葉市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 千葉市職員の給与に関する条例（昭和２６年千葉市条例第３６
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号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

 （義務教育等教員特別手当）  （義務教育等教員特別手当） 

第２０条の５［略］ 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、

８，０００円を超えない範囲内で、職務

の級及び号給（定年前再任用短時間勤務

職員にあっては、職務の級）の別に応じ

て○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○、規則で定める。 

３～５［略］ 

 

○○○附 則 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２０条の５［略］ 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、

８，６００円を超えない範囲内で、職務

の級及び号給（定年前再任用短時間勤務

職員にあっては、職務の級）の別に応じ

て、校務類型（規則で定める校務の種類

をいう。）に係る業務の困難性その他の

事情を考慮して、規則で定める。 

３～５［略］ 

 

○○○附 則 

 （教育職の給料の額の特例措置） 

28 令和８年１月１日から令和１２年１２

月３１日までの間における別表第２備考

第２項の規定の適用については、附則別

表第３の左欄に掲げる期間の区分に応

じ、同項中「３１，７００円」とあるの

はそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、

「２４，２００円」とあるのはそれぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

附則別表第３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年１月１日

か ら 同 年 １ ２ 月 

３１日まで 

１ １，

５００

円 

４ ，

０００

円 

令和９年１月１日

か ら 同 年 １ ２ 月 

３１日まで 

１５，

６００

円 

８ ，

１００

円 

令和１０年１月１

日から同年１２月

３１日まで 

１９，

６００

円 

１２，

１００

円 

令和１１年１月１

日から同年１２月

３１日まで 

２３，

６００

円 

１６，

１００

円 

令和１２年１月１

日から同年１２月

３１日まで 

２７，

７００

円 

２０，

２００

円 
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別表第２ 

 表［略］ 

 備考 

  １［略］ 

    この表の適用を受ける職員のう

ち、その職務の級が４級である職員

の給料月額は、この表の額に７， 

５００円○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○を加算した額とす

る。 

別表第２ 

表［略］ 

備考 

１［略］ 

    この表の適用を受ける職員のう

ち、その職務の級が４級である職員

の給料月額は○この表の額に３１，

７００円を、その職務の級が５級で

ある職員の給料月額はこの表の額に

２４，２００円を加算した額とす

る。   

 （千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正） 

第３条 千葉市職員の特殊勤務手当支給条例（昭和３７年千葉市条例第

２４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。  

改正前 改正後 

 （特殊勤務手当の区分）  （特殊勤務手当の区分） 

第２条 特殊勤務手当は、次のとおり区分

する。 

（１）～（19）［略］ 

（20）多学年学級を担当する職員の特殊勤

務手当 

（21）～（29）［略］ 

 

 （教員特殊業務に従事する職員の特殊勤

務手当） 

第１０条 教員特殊業務に従事する職員の

特殊勤務手当は、千葉市教育職員の給与

等の特別措置に関する条例（昭和４６年

千葉市条例第７３号)第３条第１項の規

定により、教職調整額の支給を受ける者

（第１１条の２において「教育職員」と

いう。）が、次に掲げる業務に従事した

場合において、当該業務が心身に著しい

負担を与えると千葉市教育委員会（以下

「教育委員会」という。）が認める程度

におよぶときに支給する。 

（１）～（４）［略］ 

 

（多学年学級を担当する職員の特殊勤

務手当） 

第１１条の２ 多学年学級を担当する職員

第２条 特殊勤務手当は、次のとおり区分

する。 

（１）～（19）［略］ 

［削る］ 

 

（20）～（28）［略］ 

 

 （教員特殊業務に従事する職員の特殊勤

務手当） 

第１０条 教員特殊業務に従事する職員の

特殊勤務手当は、千葉市教育職員の給与

等の特別措置に関する条例（昭和４６年

千葉市条例第７３号)第３条第１項の規

定により、教職調整額の支給を受ける者

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○が、次に掲げる業務に従事した

場合において、当該業務が心身に著しい

負担を与えると千葉市教育委員会（以下

「教育委員会」という。）が認める程度

に及ぶ○ときに支給する。 

（１）～（４）［略］ 

 

 

 

［削る］ 

２ ２ 
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の特殊勤務手当は、小学校又は中学校の

２以上の学年の児童又は生徒で編制され

ている学級を担当する教育職員のうち、

規則で定める者が、当該学級における授

業又は指導に従事したときに支給する。 

 

第１１条の３［略］ 

 

 （災害時における外勤作業に従事する職

員の特殊勤務手当） 

第１８条 災害時における外勤作業に従事

する職員の特殊勤務手当は、職員が災害

（災害対策基本法（昭和３６年法律第 

２２３号）第２３条第１項又は第２３条

の２第１項の規定に基づき災害対策本部

が設置された災害その他市長がこれに準

ずると認める災害をいう。次条及び別表

第２（２８）の項において同じ。）が発

生した際に屋外（本市の区域内に限

る。）で行う作業で規則で定めるものに

従事したときに支給する。 

 

 （特殊勤務手当の額） 

第１９条［略］ 

２［略］ 

３  地方公務員法（昭和２５年法律第  

２６１号）第２２条の４第１項の規定に

より採用された職員（別表第２（２１）

の項において「定年前再任用短時間勤務

職員」という。）の月額の特殊勤務手当

（第３条から前条までに規定する特殊勤

務手当のうち、その額が別表第２の規定

により月額で定められている特殊勤務手

当をいう。）の額は、第１項の規定にか

かわらず、同項の規定により定められた

特殊勤務手当の額に、勤務時間条例第２

条第３項の規定により定められたその者

の勤務時間を同条第１項の規定により定

められた勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とする。 

 

別表第２ 

区分 支給対象

細別 

支給額 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

第１１条の２［略］ 

 

 （災害時における外勤作業に従事する職

員の特殊勤務手当） 

第１８条 災害時における外勤作業に従事

する職員の特殊勤務手当は、職員が災害

（災害対策基本法（昭和３６年法律第 

２２３号）第２３条第１項又は第２３条

の２第１項の規定に基づき災害対策本部

が設置された災害その他市長がこれに準

ずると認める災害をいう。次条及び別表

第２（２７）の項において同じ。）が発

生した際に屋外（本市の区域内に限

る。）で行う作業で規則で定めるものに

従事したときに支給する。 

 

 （特殊勤務手当の額） 

第１９条［略］ 

２［略］ 

３  地方公務員法（昭和２５年法律第  

２６１号）第２２条の４第１項の規定に

より採用された職員（別表第２（２０）

の項において「定年前再任用短時間勤務

職員」という。）の月額の特殊勤務手当

（第３条から前条までに規定する特殊勤

務手当のうち、その額が別表第２の規定

により月額で定められている特殊勤務手

当をいう。）の額は、第１項の規定にか

かわらず、同項の規定により定められた

特殊勤務手当の額に、勤務時間条例第２

条第３項の規定により定められたその者

の勤務時間を同条第１項の規定により定

められた勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とする。 

 

別表第２ 

区分 支給対象

細別 

支給額 

［略］ 
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（18）教

員特

殊業

務に

従事

する

職員

の特

殊勤

務手

当 

［略］ 

第１０条

第１号イ

及びウの

業務 

日 額  ７ ， 

５００円 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

（20）多

学年

学級

を担

当す

る職

員の

特殊

勤務

手当 

多学年学

級の担当

業務 

日額  ２９０

円 

（21）～（29）［略］ 

 備考［略］ 

（18）教

員特

殊業

務に

従事

する

職員

の特

殊勤

務手

当 

［略］ 

第１０条

第１号イ

及びウの

業務 

日 額  ８ ， 

０００円 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

［削る］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［削る］ ［削る］ 

（20）～（28）［略］ 

 備考［略］   

附 則 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下この項において「施行日」という。）前

に教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２５条第１項の規定

による認定を受けた者であって、施行日の前日までに同条第４項の認

定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に

対する千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第３条第１項

の規定による教職調整額並びに千葉市職員の給与に関する条例の規定

による時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、第１条の

規定による改正後の千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例

第３条第１項及び第３項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例（令和元

年千葉市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定
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に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後   
 （特殊勤務手当） 

第１２条  会計年度任用職員の特殊勤

務手当は、常勤職員の例（千葉市職

員の特殊勤務手当支給条例（昭和 

３７年千葉市条例第２４号）第２条

第２１号の特殊勤務手当は、その属

する職務の級が給与条例別表第２の

給料表の１級である職員（特定任期

付職員を除く。）の例)により支給す

る。 

 （特殊勤務手当） 

第１２条  会計年度任用職員の特殊勤

務手当は、常勤職員の例（千葉市職

員の特殊勤務手当支給条例（昭和 

３７年千葉市条例第２４号）第２条

第２０号の特殊勤務手当は、その属

する職務の級が給与条例別表第２の

給料表の１級である職員（特定任期

付職員を除く。）の例)により支給す

る。   

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

報 告 説 明 

千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例等の一部を改正す

るよう市長に申し出ることについて、千葉市教育委員会組織規則第９

条第１項の規定に基づき臨時代理により処理したので、同条第２項の

規定に基づき報告するものであります。 
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報告第８号 

   千葉市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定するよ

う市長に申し出ることについて、次のとおり臨時代理により処理したの

で報告する。 

  令和７年１２月１７日提出 

千葉市教育委員会教育長 鶴 岡 克 彦 

千葉市条例第  号 

千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（千葉市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 千葉市職員の給与に関する条例（昭和２６年千葉市条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後   
(通勤手当) 

第１２条 通勤手当は、次に掲げる職 

員に支給する。 

（１）～（３）［略］ 

２（１）［略］ 

（２）前項第２号に掲げる職員  次

に掲げる職員の区分に応じ、支給

単位期間につき、それぞれ次に定

める額（育児短時間勤務職員等又

は定年前再任用短時間勤務職員の

うち、支給単位期間当たりの通勤

回数を考慮して規則で定める職員

にあっては、その額から、その額

に規則で定める割合を乗じて得た

額を減じた額） 

ア・イ［略］ 

ウ 使用距離が片道１０キロメート

ル以上１５キロメートル未満であ

る職員 ７，１００円 

エ 使用距離が片道１５キロメート

ル以上２０キロメートル未満であ

る職員 １０，０００円 

オ 使用距離が片道２０キロメート

ル以上２５キロメートル未満であ

る職員 １２，９００円 

カ 使用距離が片道２５キロメート

(通勤手当) 

第１２条 通勤手当は、次に掲げる職 

員に支給する。 

（１）～（３）［略］ 

２（１）［略］ 

（２）前項第２号に掲げる職員  次に

掲げる職員の区分に応じ、支給単

位期間につき、それぞれ次に定め

る額（育児短時間勤務職員等又は

定年前再任用短時間勤務職員のう

ち、支給単位期間当たりの通勤回

数を考慮して規則で定める職員に

あっては、その額から、その額に

規則で定める割合を乗じて得た額

を減じた額） 

 ア・イ［略］ 

ウ 使用距離が片道１０キロメート

ル以上１５キロメートル未満であ

る職員 ７，３００円 

エ 使用距離が片道１５キロメート

ル以上２０キロメートル未満であ

る職員 １０，４００円 

オ 使用距離が片道２０キロメート

ル以上２５キロメートル未満であ

る職員 １３，５００円 

カ 使用距離が片道２５キロメート
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ル以上３０キロメートル未満であ

る職員 １５，８００円 

キ 使用距離が片道３０キロメート

ル以上３５キロメートル未満であ

る職員 １８，７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメート

ル以上４０キロメートル未満であ

る職員 ２１，６００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメート

ル以上４５キロメートル未満であ

る職員 ２４，４００円 

コ 使用距離が片道４５キロメート

ル以上５０キロメートル未満であ

る職員 ２６，２００円 

サ 使用距離が片道５０キロメート

ル以上５５キロメートル未満であ

る職員 ２８，０００円 

シ 使用距離が片道５５キロメート

ル以上６０キロメートル未満であ

る職員 ２９，８００円 

ス 使用距離が片道６０キロメート

ル以上である職員  ３１，６００

円 

（３）［略］ 

３～８［略］ 

 

(宿日直手当) 

第１９条の２ 宿日直勤務を命ぜられ

た職員には、その勤務 1 回につき、

５，０００円(宿直勤務が規則で定め

る日に退庁時から引き続いて行われ

る場合にあっては、７，５００円)を

超えない範囲内において規則で定め

る額を宿日直手当として支給する。

ただし、特殊な業務を主として行う

宿日直勤務であって規則で定めるも

のにあっては、７，５００円(宿直勤

務が規則で定める日に退庁時から引

き続いて行われる場合にあっては、

１１，２５０円)を超えない範囲内に

おいて規則で定める額とする。 

２［略］ 

 

 （期末手当） 

第２０条［略］ 

２  期末手当の額は、期末手当基礎額に

１００分の１２５   を乗じて得た

額（行政職給料表の適用を受ける職

員でその職務の級が５級以上である

もの並びに同表以外の各給料表の適

ル以上３０キロメートル未満であ

る職員 １６，６００円 

キ 使用距離が片道３０キロメート

ル以上３５キロメートル未満であ

る職員 １９，７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメート

ル以上４０キロメートル未満であ

る職員 ２２，８００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメート

ル以上４５キロメートル未満であ

る職員 ２５，９００円 

コ 使用距離が片道４５キロメート

ル以上５０キロメートル未満であ

る職員 ２９，１００円 

サ 使用距離が片道５０キロメート

ル以上５５キロメートル未満であ

る職員 ３２，３００円 

シ 使用距離が片道５５キロメート

ル以上６０キロメートル未満であ

る職員 ３５，５００円 

ス 使用距離が片道６０キロメート

ル以上である職員  ３８，７００

円 

（３）［略］ 

３～８［略］ 

 

(宿日直手当) 

第１９条の２ 宿日直勤務を命ぜられ

た職員には、その勤務 1 回につき、

５，３００円(宿直勤務が規則で定め

る日に退庁時から引き続いて行われ

る場合にあっては、７，９５０円)を

超えない範囲内において規則で定め

る額を宿日直手当として支給する。

ただし、特殊な業務を主として行う

宿日直勤務であって規則で定めるも

のにあっては、７，９５０円(宿直勤

務が規則で定める日に退庁時から引

き続いて行われる場合にあっては、

１１，９２５円)を超えない範囲内に

おいて規則で定める額とする。 

２［略］ 

 

 （期末手当） 

第２０条［略］ 

２  期末手当の額は、期末手当基礎額に

１００分の１２７．５を乗じて得た

額（行政職給料表の適用を受ける職

員でその職務の級が５級以上である

もの並びに同表以外の各給料表の適

22



用を受ける職員でその職務の複雑、

困難及び責任の度等がこれに相当す

るもの（これらの職員のうち、規則

で定める職員を除く。第２０条の４

第２項において「特定管理職員」と

いう。）にあっては１００分の１０

５   を乗じて得た額）に、基準日

以前６箇月以内の期間における当該

職員の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合

を乗じて得た額とする。 

（１）～（４）［略］ 

３  定年前再任用短時間勤務職員に対

する前項の規定の適用については、

同項中「１００分の１２５   」と

あるのは「１００分の７０    」

と、「１００分の１０５   」とある

のは「１００分の６０    」と

し、特定任期付職員に対する同項の

規定の適用については、同項中「１

００分の１２５   」とあるのは

「１００分の１７２．５」とする。 

４～６［略］ 

 

 （勤勉手当） 

第２０条の４［略］ 

２［略］ 

（１）前項の職員のうち定年前再任用

短時間勤務職員以外の職員  当該

職員の勤勉手当基礎額に当該職員

がそれぞれの基準日現在（退職

し、又は死亡した職員にあって

は、退職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）におい

て受けるべき扶養手当の月額及び

これに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に１００分の１

０５   （特定管理職員にあって

は、１００分の１２５   ）を乗

じて得た額の総額 

（２）前項の職員のうち定年前再任用

短時間勤務職員  当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎

額に１００分の５０    （特定

管理職員にあっては、１００分の

６０  ）を乗じて得た額の総額 

３～５［略］ 

 

用を受ける職員でその職務の複雑、

困難及び責任の度等がこれに相当す

るもの（これらの職員のうち、規則

で定める職員を除く。第２０条の４

第２項において「特定管理職員」と

いう。）にあっては１００分の１０

７．５を乗じて得た額）に、基準日

以前６箇月以内の期間における当該

職員の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合

を乗じて得た額とする。 

（１）～（４）［略］ 

３  定年前再任用短時間勤務職員に対

する前項の規定の適用については、

同項中「１００分の１２７．５」と

あるのは「１００分の７２．５」と

、「１００分の１０７．５」とあるの

は「１００分の６２．５」とし、特

定任期付職員に対する同項の規定の

適用については、同項中「１００分

の１２７．５」とあるのは「１００

分の１７７．５」とする。 

４～６［略］ 

 

 （勤勉手当） 

第２０条の４［略］ 

２［略］ 

（１）前項の職員のうち定年前再任用

短時間勤務職員以外の職員  当該

職員の勤勉手当基礎額に当該職員

がそれぞれの基準日現在（退職

し、又は死亡した職員にあって

は、退職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）におい

て受けるべき扶養手当の月額及び

これに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に１００分の１

０７．５（特定管理職員にあって

は、１００分の１２７．５）を乗

じて得た額の総額 

（２）前項の職員のうち定年前再任用

短時間勤務職員  当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎

額に１００分の５２．５（特定管

理職員にあっては、１００分の６

２．５）を乗じて得た額の総額 

３～５［略］ 
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 別表第１を次のように改める。 
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別表第２中備考以外の部分を次のように改める。 
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第２条 千葉市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後   
 （期末手当） 

第２０条［略］ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額

に１００分の１２７．５ を乗じて

得た額（行政職給料表の適用を受け

る職員でその職務の級が５級以上で

あるもの並びに同表以外の各給料表

の適用を受ける職員でその職務の複

雑、困難及び責任の度等がこれに相

当するもの（これらの職員のうち、

規則で定める職員を除く。第２０条

の４第２項において「特定管理職

員」という。）にあっては１００分

の１０７．５ を乗じて得た額）

に、基準日以前６箇月以内の期間に

おける当該職員の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

 （期末手当） 

第２０条［略］ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額

に１００分の１２６．２５を乗じて

得た額（行政職給料表の適用を受け

る職員でその職務の級が５級以上で

あるもの並びに同表以外の各給料表

の適用を受ける職員でその職務の複

雑、困難及び責任の度等がこれに相

当するもの（これらの職員のうち、

規則で定める職員を除く。第２０条

の４第２項において「特定管理職

員」という。）にあっては１００分

の１０６．２５を乗じて得た額）

に、基準日以前６箇月以内の期間に

おける当該職員の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 
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（１）～（４）［略］ 

３  定年前再任用短時間勤務職員に対

する前項の規定の適用については、

同項中「１００分の１２７．５  」

と あ る の は 「 １ ０ ０ 分 の ７ ２ ．

５  」と、「１００分の１０７．

５」とあるのは「１００分の６２．

５  」とし、特定任期付職員に対す

る同項の規定の適用については、同

項中「１００分の１２７．５  」と

あるのは「１００分の１７７．５」

とする。 

４～６［略］ 

 

 （勤勉手当） 

第２０条の４［略］ 

２［略］ 

（１）前項の職員のうち定年前再任用

短時間勤務職員以外の職員  当該

職員の勤勉手当基礎額に当該職員

がそれぞれの基準日現在（退職

し、又は死亡した職員にあって

は、退職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）におい

て受けるべき扶養手当の月額及び

これに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に１００分の１

０７．５  （特定管理職員にあっ

ては、１００分の１２７．５  ）

を乗じて得た額の総額 

（２）前項の職員のうち定年前再任用

短時間勤務職員  当該定年前再任

用短時間勤務  職員の勤勉手当基

礎 額 に １ ０ ０ 分 の ５ ２ ． ５   

（特定管理職員にあっては、１０

０分の６２．５  ）を乗じて得た

額の総額 

３～５［略］ 

（１）～（４）［略］ 

３  定年前再任用短時間勤務職員に対

する前項の規定の適用については、

同項中「１００分の１２６．２５」

とあるのは「１００分の７１．２

５」と、「１００分の１０６．２

５」とあるのは「１００分の６１．

２５」とし、特定任期付職員に対す

る同項の規定の適用については、同

項中「１００分の１２７．５  」と

あるのは「１００分の１７７．５」

とする。 

４～６［略］ 

 

 （勤勉手当） 

第２０条の４［略］ 

２［略］ 

（１）前項の職員のうち定年前再任用

短時間勤務職員以外の職員  当該

職員の勤勉手当基礎額に当該職員

がそれぞれの基準日現在（退職

し、又は死亡した職員にあって

は、退職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）におい

て受けるべき扶養手当の月額及び

これに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に１００分の１

０６．２５（特定管理職員にあっ

ては、１００分の１２６．２５）

を乗じて得た額の総額 

（２）前項の職員のうち定年前再任用

短時間勤務職員  当該定年前再任

用短時間勤務  職員の勤勉手当基

礎額に１００分の５１．２５（特

定管理職員にあっては、１００分

の６１．２５）を乗じて得た額の

総額 

３～５［略］   

（特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

 

第３条 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭

和３１年千葉市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。 
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改正前 改正後   
 （給与の額） 

第３条［略］ 

２  前項に定めるもののほか、市の一

般職の職員の例により、市長等に対

しては通勤手当及び期末手当を支給

する。この場合において、給与条例

第２０条第２項中「１００分の１２

５   」とあるのは「１００分の２

３０」と読み替え、同条第５項中

「行政職給料表の適用を受ける職員

でその属する職務の級が３級以上で

あるものその他職務の複雑、困難及

び責任の度等を考慮してこれに相当

する職員として規則で定める職員」

とあるのは「市長等」と、「規則で

定める職員の区分に応じて１００分

の２０を超えない範囲内で規則で定

める割合」とあるのは「１００分の

２０」と読み替えるものとする。 

 （給与の額） 

第３条［略］ 

２  前項に定めるもののほか、市の一

般職の職員の例により、市長等に対

しては通勤手当及び期末手当を支給

する。この場合において、給与条例

第２０条第２項中「１００分の１２

７．５」とあるのは「１００分の２

３５」と読み替え、同条第５項中

「行政職給料表の適用を受ける職員

でその属する職務の級が３級以上で

あるものその他職務の複雑、困難及

び責任の度等を考慮してこれに相当

する職員として規則で定める職員」

とあるのは「市長等」と、「規則で

定める職員の区分に応じて１００分

の２０を超えない範囲内で規則で定

める割合」とあるのは「１００分の

２０」と読み替えるものとする。   

 

第４条 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後   
 （給与の額） 

第３条  給料及び報酬の額は、次の各

号に定めるところによる。 

（１）［略］ 

（２）附属機関の委員等については、

日額２４，２００円以内で市長が

定める額 

（３）［略］ 

（４）非常勤職員については、予算の

範囲内で任命権者が定める額。こ

の場合において、任命権者は勤務

１日につき２４，２００円（月額

で定める場合にあっては、千葉市

職員の給与に関する条例（昭和２

６年千葉市条例第３６号。以下

「給与条例」という。）別表第４

特定任期付職員給料表に掲げる給

料月額の最高の額）を超えない範

 （給与の額） 

第３条  給料及び報酬の額は、次の各

号に定めるところによる。 

（１）［略］ 

（２）附属機関の委員等については、

日額２４，９００円以内で市長が

定める額 

（３）［略］ 

（４）非常勤職員については、予算の

範囲内で任命権者が定める額。こ

の場合において、任命権者は勤務

１日につき２４，９００円（月額

で定める場合にあっては、千葉市

職員の給与に関する条例（昭和２

６年千葉市条例第３６号。以下

「給与条例」という。）別表第４

特定任期付職員給料表に掲げる給

料月額の最高の額）を超えない範
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囲内で定めなければならない。 

２  前項に定めるもののほか、市の一

般職の職員の例により、市長等に対

しては通勤手当及び期末手当を支給

する。この場合において、給与条例

第２０条第２項中「１００分の１２

７．５  」とあるのは「１００分の

２３５   」と読み替え、同条第５

項中「行政職給料表の適用を受ける

職員でその属する職務の級が３級以

上であるものその他職務の複雑、困

難及び責任の度等を考慮してこれに

相当する職員として規則で定める職

員」とあるのは「市長等」と、「規

則で定める職員の区分に応じて１０

０分の２０を超えない範囲内で規則

で定める割合」とあるのは「１００

分の２０」と読み替えるものとす

る。 

囲内で定めなければならない。 

２  前項に定めるもののほか、市の一

般職の職員の例により、市長等に対

しては通勤手当及び期末手当を支給

する。この場合において、給与条例

第２０条第２項中「１００分の１２

６．２５」とあるのは「１００分の

２３２．５」と読み替え、同条第５

項中「行政職給料表の適用を受ける

職員でその属する職務の級が３級以

上であるものその他職務の複雑、困

難及び責任の度等を考慮してこれに

相当する職員として規則で定める職

員」とあるのは「市長等」と、「規

則で定める職員の区分に応じて１０

０分の２０を超えない範囲内で規則

で定める割合」とあるのは「１００

分の２０」と読み替えるものとす

る。   

 

（千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の一部改

正） 

第５条 千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例（令

和元年千葉市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後   
 （期末手当） 

第２０条［略］ 

２  期末手当の額は、期末手当基礎額

に１００分の１２５    を乗じて

得た額に、基準日以前６箇月以内の

期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

（１）～（４）［略］ 

３・４［略］ 

 

 （勤勉手当） 

第２２条の２［略］ 

２  勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額

に、市長が別に定める基準に従って

 （期末手当） 

第２０条［略］ 

２  期末手当の額は、期末手当基礎額

に１００分の１２６．２５を乗じて

得た額に、基準日以前６箇月以内の

期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

（１）～（４）［略］ 

３・４［略］ 

 

 （勤勉手当） 

第２２条の２［略］ 

２  勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額

に、市長が別に定める基準に従って
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定める割合を乗じて得た額とする。

この場合において  、任命権者が支

給する勤勉手当の額の総額は、会計

年度任用職員の勤勉手当基礎額に１

００分の１０５    を乗じて得た

額の総額を超えてはならない。 

３・４［略］ 

第２３条～第３１条［略］ 

附 則［略］ 

 

定める割合を乗じて得た額とする。

この場合において  、任命権者が支

給する勤勉手当の額の総額は、会計

年度任用職員の勤勉手当基礎額に１

００分の１０６．２５を乗じて得た

額の総額を超えてはならない。 

３・４［略］ 

第２３条～第３１条［略］ 

附 則［略］ 

   

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 
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 附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び

第５条の規定は令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例（この

項及び第３項において「改正後の給与条例」という。）第１２条第２

項第２号、第１９条の２第１項、並びに別表第１及び別表第２の規定

は令和７年４月１日から、改正後の給与条例第２０条第２項及び第３

項並びに第２０条の４第２項第１号及び第２号の規定並びに第３条の

規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関

する条例（次項において「改正後の特別職給与条例」という。）第３

条第２項の規定は同年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場

合においては、第１条の規定による改正前の千葉市職員の給与に関す

る条例又は第３条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅

費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、そ

れぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給
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与の内払とみなす。 

 （委任） 

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人

事委員会が定める。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

報 告 説 明 

千葉市職員の給与に関する条例等の一部を改正するよう市長に申し

出ることについて、千葉市教育委員会組織規則第９条第１項の規定に

基づき臨時代理により処理したので、同条第２項の規定に基づき報告

するものであります。 
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